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『
東
鏡
』
治
承
四
年
八
月
の
山
木
判
官
夜
討
の
計
画
と
実
行
の
経
過
記
載
に
齪

鶴
が
有
る
一
因
に
、
複
数
史
料
の
接
合
が
あ
る
事
を
先
に
筆
者
は
指
摘
し
た
（
１
）
。

延
慶
本
『
平
家
』
と
『
野
田
文
書
』
所
収
『
ｎ
Ｕ
奉
公
日
記
』
（
以
下
『
奉
公
』

と
略
）
の
近
似
本
文
の
比
較
か
ら
（
２
）
、
有
力
御
家
人
で
あ
っ
た
佐
々
木
氏
の
家
記

が
『
東
鏡
』
に
利
用
さ
れ
、
同
時
に
『
平
家
』
と
『
奉
公
』
の
典
拠
で
も
あ
っ
た

と
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
奉
公
』
は
早
く
に
西
岡
虎
之
助
氏
が
佐
々
木
庄
支

配
の
展
開
の
考
察
に
紹
介
・
利
用
し
、
『
東
鏡
』
が
依
拠
し
た
史
料
で
あ
る
可
能

性
を
示
唆
し
た
（
３
）
。
大
森
金
五
郎
氏
（
４
）
、
流
人
時
代
と
鎌
倉
幕
府
以
後
の
人
脈
の

連
続
を
検
討
し
た
野
口
実
氏
（
５
）
も
歴
史
史
料
と
し
て
全
面
的
に
利
用
す
る
が
、
益

田
宗
氏
は
同
記
が
延
慶
本
に
依
拠
し
た
と
し
、
成
立
は
『
東
鏡
』
以
前
に
遡
ら
な

い
と
し
た
（
６
）
。

当
然
な
が
ら
歴
史
学
は
『
奉
公
』
の
史
料
的
価
値
を
問
題
に
す
る
が
、
国
文
学

で
は
後
藤
丹
治
氏
は
後
述
の
『
拾
珠
抄
』
所
収
「
佐
々
木
備
中
入
道
百
箇
日
願

文
」
に
佐
々
木
氏
の
武
功
伝
承
が
存
在
し
た
事
を
明
ら
か
に
し
（
７
）
、
『
源
平
闘
靜

録
』
に
佐
々
木
称
揚
の
表
現
の
あ
る
事
か
ら
、
渥
美
か
を
る
氏
は
「
佐
々
木
側
か

は
じ
め
に

佐
々
木
氏
勲
功
伝
承
と
『
平
家
物
語
』

佐
々
木
紀

ら
出
た
物
語
の
混
入
が
予
測
さ
れ
る
」
（
８
）
と
し
た
が
、
伝
承
の
存
在
様
態
、
『
奉

公
』
と
の
関
係
は
間
は
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。

近
年
、
鈴
木
彰
氏
は
『
奉
公
』
に
後
代
の
創
作
が
あ
り
、
挙
兵
当
時
の
日
記
の

如
き
一
級
史
料
と
し
て
の
価
値
を
認
め
ら
れ
な
い
事
、
ま
た
『
野
田
文
書
』
「
佐
々

木
系
図
」
に
あ
る
康
永
三
年
（
一
一
一
一
四
四
）
書
写
の
奥
書
よ
り
、
『
奉
公
』
の
成

立
を
そ
れ
以
前
と
し
、
祓
文
の
「
将
軍
の
御
た
め
、
我
た
め
ひ
し
な
る
あ
い
た
、

嫡
家
伝
テ
未
是
を
み
せ
す
」
と
あ
る
将
軍
を
足
利
将
軍
と
見
て
、
『
奉
公
』
が
足

利
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
（
９
）
。
さ
う
し
て
そ
こ
に
『
平
家
』
の
影
響
が
あ
る

事
を
時
代
的
蓋
然
性
、
特
徴
的
な
表
現
・
内
容
か
ら
推
定
し
て
ゐ
る
。
寧
ろ
『
平

家
』
の
典
拠
の
性
格
を
重
視
す
る
筆
者
の
見
解
と
異
な
る
が
、
畢
寛
の
問
題
は

『
平
家
』
の
典
拠
か
、
享
受
か
に
行
き
つ
く
の
は
、

『
奉
公
』
（
定
綱
）
但
三
浦
介
ハ
定
ま
い
り
候
ハ
ん
す
ら
ん
、
ち
は
の
す
け

能
経
、
京
二
被
召
籠
｜
候
ツ
ル
カ
、
此
程
赴
下
テ
、
用
心
シ
テ
候
卜
承
ル
、
上

総
介
八
郎
広
経
・
千
葉
助
経
胤
・
三
浦
介
義
明
、
此
一
一
一
人
ヲ
語
ワ
セ
給
へ
、
此

三
人
タ
ー
ー
モ
随
付
マ
イ
ラ
セ
候
ナ
ハ
、
土
肥
・
岡
崎
・
懐
嶋
ハ
本
ヨ
リ
志
思

上
奉
ル
者
共
テ
候
ヘ
ハ
、
参
候
ワ
ン
ス
ラ
ム
（
、
）

度
々
め
し
候
へ
と
も
、
参
候
は
す
、
子
権
介
も
京
に
召
籠
ら
れ
て
候
け
る

か
、
此
程
１
□
逃
下
た
る
よ
し
う
け
給
は
り
候
、
心
う
か
れ
て
候
ヘ
ハ
、
よ

く
ノ
く
～
か
た
ら
は
せ
給
て
、
め
し
候
ハ
、
、
う
た
か
い
な
く
ま
い
り
候
は

ん
す
ら
ん
と
申
（
１
西
岡
氏
二
一
」
、
鈴
木
氏
「
へ
」
と
す
る
。
剰
筆
か
）

（
延
慶
本
）
時
政
申
ケ
ル
ハ
、
東
八
ケ
国
ノ
内
二
、
誰
力
君
ノ
御
家
人
ナ
ラ

ヌ
者
ハ
候
、
上
総
介
八
郎
広
経
、
平
家
ノ
御
勘
当
ニ
テ
、
其
子
息
山
城
権
守

を
よ
く
ｊ
く
～
か
た
ら
は
せ
給
へ
と
存
侯
、
上
熊
の
介
、
人
謹
言
に
よ
て
、

『
盛
衰
記
』
（
伊
藤
忠
情
が
）
広
常
ヲ
平
家
二
讓
テ
所
職
ヲ
奪
ト
ス
ル
間
、
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佐
々
木
氏
家
記
の
存
在
は
『
奉
公
』
に
「
此
後
は
源
日
記
に
有
な
り
」
と
あ
る

事
や
、
『
尊
卑
』
「
佐
々
木
氏
系
図
」
「
時
信
」
注
記
に
「
家
記
」
と
有
る
事
を

仮
託
と
見
ず
、
実
在
し
た
と
推
定
す
る
の
だ
が
（
拙
稿
）
、
目
下
そ
の
伝
存
は
確

認
出
来
な
い
。
鎌
倉
・
室
町
時
代
を
通
じ
て
有
力
な
大
名
で
あ
っ
た
佐
々
木
氏
一

族
に
は
伝
来
の
古
文
書
（
朽
木
氏
・
尼
子
氏
）
（
ｕ
）
、
末
喬
の
系
図
が
存
す
る
が
（
続

群
書
類
従
に
数
種
含
ま
れ
る
）
、
佐
々
木
秀
義
親
子
の
事
跡
を
伝
へ
る
記
載
を
持

つ
『
奉
公
』
以
外
の
中
世
の
佐
々
木
氏
勲
功
伝
承
を
収
め
る
史
料
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。 子
息
能
常
参
狢
シ
テ
子
細
ヲ
申
ト
イ
ヘ
共
、
猶
広
常
ヲ
召
間
、
含
憤
、
恨
ヲ

ナ
ス
折
節
也
、
甘
言
ヲ
以
テ
召
レ
ン
ニ
、
是
能
隙
ナ
リ
、
千
葉
介
経
胤
・
’
一
一

浦
介
義
明
ハ
（
以
下
略
）
（
巻
十
九
「
兵
衛
佐
催
家
人
」
）

と
、
武
士
招
集
に
つ
い
て
頼
朝
に
進
言
す
る
人
物
が
異
な
る
事
か
ら
で
、
延
慶
本

（
直
線
）
・
『
盛
衰
記
』
（
波
線
）
に
そ
れ
〆
、
一
致
す
る
所
が
あ
る
事
か
ら
す

れ
ば
、
何
れ
に
し
る
未
知
の
『
平
家
』
と
の
関
連
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
『
奉
公
』
に
は
「
源
日
記
」
な
る
先
行
書
が
存
在
し
た
と
記
さ
れ
、
そ

こ
か
ら
『
奉
公
』
ま
で
の
間
の
増
補
改
変
、
散
快
し
た
古
態
『
平
家
』
よ
り
延
慶

本
他
へ
の
展
開
を
想
定
す
れ
ば
、
新
史
料
が
出
現
し
な
い
限
り
、
決
定
は
難
し
い

で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
本
稿
で
は
現
存
延
慶
本
と
『
奉
公
』
他
の
佐
々
木
氏
関
係
史

料
と
の
比
較
か
ら
、
現
存
『
平
家
』
本
文
の
後
出
性
を
指
摘
し
、
『
東
鏡
』
成
立

の
鎌
倉
後
期
に
於
い
て
佐
々
木
氏
勲
功
伝
承
史
料
が
成
立
し
て
ゐ
た
可
能
性
を
指

摘
す
る
に
留
め
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
佐
々
木
氏
勲
功
伝
承
史
料

一
、
『
拾
珠
抄
』
所
収
「
佐
々
木
備
中
入
道
百
箇
日
願
文
」
（
『
天
台
宗
全

書
』
十
九
）

二
、
『
尊
卑
分
脈
』
「
宇
多
源
氏
」
所
収
「
佐
々
木
氏
系
図
」
注
記
（
新
訂

増
補
国
史
大
系
）

三
、
明
応
本
『
佐
々
木
系
図
』
注
記
（
皿
）
。
本
奥
書
に
よ
れ
ば
佐
々
木
一
族
の

源
重
家
（
明
応
本
に
釣
ら
れ
る
山
崎
重
家
の
可
能
性
が
あ
る
か
）
が
藤
原

資
季
所
持
の
「
上
下
諸
家
之
系
図
」
を
正
応
五
年
に
書
写
し
た
と
あ
る
。

以
上
、
必
ず
し
も
記
事
は
豊
富
で
は
な
く
且
つ
相
互
に
一
致
し
て
ゐ
な
い
。
抑

も
『
奉
公
』
を
含
む
野
田
文
書
の
所
在
も
不
明
で
、
と
も
八
、
成
立
を
明
ら
め
る

事
が
難
し
い
。
し
か
も
二
に
は
『
東
鏡
』
と
ほ
亘
同
文
の
記
事
が
存
す
る
。

（
蒜
）

（
理

『
尊
卑
』
（
秀
義
）
寸
永
一
二
七
十
九
、
於
伊
豆
国
源
平
合
戦
之
時
、
秀
義
井
五

日
酉
尅
、
与
平
家
与
党
等
合
戦
、
逆
徒
敗
北
、
討
亡
者
九
十
余
人
、
其
内
張

本
四
人
、
富
田
進
士
家
助
・
前
兵
衛
尉
家
能
・
家
清
入
道
・
平
田
太
郎
家
継

入
道
等
也
、
前
出
羽
守
信
兼
子
息
等
・
井
忠
情
法
師
等
者
、
逃
亡
干
山
中
畢
、

又
佐
々
木
源
三
秀
能
相
具
五
郎
義
清
、
合
戦
之
処
、
秀
能
為
平
家
被
打
取
畢
、

惟
義
已
雪
会
稽
之
吐
、
可
預
抽
賞
歎
云
々

『
尊
卑
』
で
は
秀
義
の
奮
戦
が
強
調
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
傍
線
部
が
同
じ
で
、
特

に
薩
摩
中
務
丞
家
資
⑬
を
「
富
（
田
）
進
士
」
と
す
る
点
、
明
ら
か
に
両
記
事
は

何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
と
恩
は
れ
る
。
ま
た
、

郎
義
清
於
大
手
搦
手
責
戦
、
平
氏
富
進
士
家
助
・
兵
衛
尉
家
能
・
家
清
入
道
．

平
田
太
郎
家
継
・
出
羽
守
信
兼
・
同
子
・
忠
清
法
師
等
各
一
心
取
篭
、
秀
義

一
騎
責
戦
、
依
老
屈
為
彼
等
被
討
了
、
千
時
七
十
三
才
也
、
然
而
凶
敵
九
十

余
人
伐
捕
之
了
、
即
自
関
東
被
定
第
一
勲
功
、
御
感
之
余
、
預
没
後
之
賞
者
也

『
東
』
（
元
暦
元
年
八
月
一
一
日
条
）
大
内
冠
者
飛
脚
重
参
着
、
申
云
、
去
十
九
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も
殆
ど
同
文
で
あ
る
。
波
線
の
内
嶋
三
郎
は
「
東
鏡
』
の
こ
の
前
後
に
名
が
見
え

る
か
ら
（
Ｕ
、
こ
れ
も
断
定
出
来
な
い
が
、
『
尊
卑
』
が
『
東
鏡
』
を
利
用
し
、

佐
々
木
一
族
の
勲
功
を
強
調
す
る
為
、
一
部
本
文
を
改
変
し
た
可
能
性
の
有
る
事

を
否
定
出
来
な
い
。
よ
っ
て
山
木
夜
討
の
際
、
佐
々
木
盛
綱
は
当
初
頼
朝
の
元
に

待
機
し
、
後
に
加
藤
景
廉
と
共
に
応
援
に
山
木
館
に
派
遣
さ
れ
た
と
す
る
の
が

『
東
鏡
』
で
あ
る
が
（
嘔
）
、
『
尊
卑
』
（
盛
綱
）
に
、

治
承
四
八
十
六
山
木
兼
隆
誹
伐
之
時
、
定
綱
・
経
高
・
高
綱
三
人
兄
弟
等
錐

発
向
、
於
盛
綱
者
不
離
佐
殿
御
傍
可
祇
候
之
由
、
蒙
仰
留
了
、
而
兼
隆
舘
雌

雄
不
決
之
遅
々
時
、
追
而
可
尋
決
之
由
蒙
貴
命
、
加
藤
景
廉
相
共
二
人
馳
向

高
イ

即
打
入
舘
内
、
景
廉
盛
綱
一
一
人
討
取
之
了
、
於
兼
隆
相
伝
腹
巻
〔
樫
鳥
〕
者
、

盛
綱
取
之
、
懸
火
於
舘
帰
参
、
兼
隆
所
抜
合
於
太
刀
井
彼
首
者
、
景
廉
取
之
、

各
入
見
参
了

咲
、
不
発
詞
、
遂
以
卒
去
云
々

『
尊
卑
』
（
経
高
）
承
久
三
六
十
六
天
下
逆
乱
、
今
度
経
蓮
参
候
院
中
、
同

院
中
合
戦
計
略
了
、
但
官
軍
敗
走
之
後
、
隠
居
鷲
尾
辺
、
此
由
依
風
聞
、
武

州
送
使
者
内
嶋
三
郎
云
、
相
構
不
可
捨
命
、
申
関
東
可
厚
免
云
々
、
是
勧
経

蓮
自
害
之
語
也
、
謂
壼
阯
之
、
忽
取
刀
切
破
胸
腹
平
臥
、
未
終
命
間
、
扶
乗

輿
向
六
波
羅
、
愛
武
州
見
其
躰
云
、
背
教
命
懇
志
無
念
之
由
称
之
、
千
時
経

蓮
肌
見
開
両
眼
、
顕
快
咲
之
貌
、
不
発
言
遂
死
了

『
東
』
（
同
年
六
月
十
六
日
条
）
佐
々
木
中
務
入
道
経
蓮
者
候
院
中
、
廻
合
戦

計
、
官
兵
敗
走
之
後
、
在
鷲
尾
之
由
風
聞
之
間
、
聞
之
、
武
州
遣
使
者
云
、

相
構
不
可
捨
命
、
申
関
東
可
厚
免
者
、
経
蓮
云
、
是
勧
自
害
使
也
、
壼
恥
之

哉
者
、
取
刀
切
破
身
肉
手
足
、
未
終
命
間
、
扶
乗
干
輿
向
六
波
羅
、
武
州
見

其
躰
、
違
示
送
之
趣
自
殺
、
背
本
意
由
称
之
、
千
時
経
蓮
卿
見
開
両
眼
、
快

『
奉
公
』
と
延
慶
本
『
平
家
』
（
長
門
本
・
盛
衰
記
）
・
『
東
鏡
』
で
は
、
頼

朝
に
危
険
の
迫
っ
た
事
を
大
庭
景
親
よ
り
聞
い
た
佐
々
木
秀
義
が
、
息
子
の
定
綱

を
使
者
と
し
て
報
知
す
る
点
、
共
通
す
る
が
、

（
延
慶
本
）
秀
義
浅
猿
卜
思
テ
念
キ
宿
所
二
帰
リ
テ
景
親
力
、
ル
事
ヲ
コ
ソ
語

申
ツ
レ
ト
、
伊
豆
二
告
申
ム
ト
シ
ケ
ル
ニ
、
一
一
一
郎
ハ
勘
当
ノ
者
也
、
｜
一
郎
ハ
未

佐
殿
ノ
見
知
給
ワ
ス
、
大
郎
行
ト
テ
、
下
野
ノ
宇
都
宮
二
有
ケ
ル
大
郎
定
綱
ヲ

呼
テ
、
北
条
二
参
テ
可
申
一
様
ハ
、
御
文
ハ
落
散
ル
事
モ
ソ
候
ト
テ
、
態
卜
定
綱

ヲ
参
ラ
セ
候
、
日
来
内
々
御
談
義
候
シ
事
ヲ
、
景
親
モ
レ
聞
夕
リ
ケ
ニ
候
ソ
、

思
食
夕
、
ハ
イ
ソ
カ
ル
ヘ
シ
、
サ
ナ
ク
ハ
ト
ク
シ
テ
奥
州
へ
越
サ
セ
給
へ

是
マ
テ
ハ
藤
九
郎
計
ヲ
具
テ
渡
セ
給
へ
、
子
共
ヲ
付
テ
送
申
へ
シ
ト
テ
遣
ケ
リ

為
其
勲
功
、
錐
北
陸
道
、
猶
依
不
本
意
出
家
、
住
高
野
了

の
傍
線
部
は
目
下
、
『
平
家
』
に
し
か
見
え
ず
（
烟
）
、
物
語
に
由
来
す
る
可
能
性
を

指
摘
出
来
る
の
で
あ
る
。
鈴
木
氏
も
注
意
を
喚
起
す
る
が
、
鎌
倉
中
期
以
降
成
立

の
文
献
に
は
『
平
家
』
の
影
響
の
可
能
性
を
当
然
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
一
～
三

の
文
献
が
端
的
に
『
平
家
』
・
『
東
鏡
』
を
利
用
し
た
可
能
性
を
否
定
出
来
な

い
。
し
か
し
同
時
に
現
存
『
平
家
』
に
、
佐
々
木
氏
関
係
の
史
料
の
引
用
と
恩
は

れ
る
記
事
を
見
出
す
事
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

（
暦
）

（
高
綱
）
元
ｒ
年
中
、
木
曽
義
仲
井
平
家
等
為
令
追
伐
之
、

と
あ
る
盛
綱
の
武
功
記
事
は
、
『
東
鏡
』
を
元
に
増
補
さ
れ
た
可
能
性
を
考
慮
せ

一
「
佐
々
木
兄
弟
の
参
着

之
時
、
渡
宇
治
川
懸
一
陣
了
、
其
時
鎌
倉
殿
賜
第
一
名
馬
乗
之
、
渡
河
了
、

関
東
軍
兵
上
洛
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（
二
末
「
佐
々
木
者
共
佐
殿
ノ
許
へ
参
事
」
、
長
門
本
ほ
ぼ
同
）

と
、
方
法
は
不
明
だ
が
相
模
よ
り
宇
都
宮
に
定
綱
を
呼
び
に
遣
っ
た
と
す
る
。
延

慶
本
に
よ
れ
ば
景
親
と
秀
義
の
面
談
が
八
月
九
日
で
（
『
奉
公
』
・
『
東
鏡
』
同
）

延
慶
本
は
「
十
一
一
日
定
綱
帰
来
テ
此
事
委
申
テ
候
シ
カ
ハ
」
と
、
十
一
一
日
に
は
宇

都
宮
の
定
綱
が
渋
谷
の
秀
義
の
元
に
帰
っ
て
（
Ｕ
、
次
い
で
伊
豆
の
頼
朝
の
元
に
参

着
し
た
と
す
る
。
強
騎
行
で
あ
れ
ば
渋
谷
、
宇
都
宮
、
伊
豆
の
移
動
が
そ
の
日
数

で
可
能
や
も
し
れ
ぬ
が
、
火
急
の
際
の
対
応
と
し
て
拙
劣
で
あ
る
。

佐
々
木
兄
弟
の
不
審
な
行
動
は
兄
弟
到
着
の
過
程
に
も
見
い
だ
せ
る
。
秀
義
が

景
親
と
の
密
談
を
伝
へ
る
使
者
を
決
め
る
際
、
前
掲
本
文
の
様
に
四
郎
高
綱
に
つ

い
て
言
及
が
な
い
。
こ
れ
は
直
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
様
に
、

（
延
慶
本
）
四
郎
高
綱
ハ
近
年
平
家
二
奉
公
シ
テ
有
ケ
ル
カ
、
兵
衛
佐
謀
叛
ノ

企
有
ヨ
シ
間
へ
ケ
レ
ハ
、
浮
雲
二
鞭
ヲ
ア
ケ
テ
、
東
国
へ
馳
下
テ
、
大
郎
許
二

隠
居
タ
リ
ケ
ル
カ
許
ヘ
モ
、
同
ク
使
者
ヲ
ソ
遣
シ
ケ
ル
、
シ
、
ム
ト
ス
レ
ト

モ
景
親
是
ヲ
伝
聞
テ
、
イ
カ
、
ス
ヘ
キ
ト
国
中
人
々
二
云
合
ス
ル
ョ
シ
間
へ

ケ
リ
（
同
前
）

と
、
高
綱
が
平
家
に
仕
官
し
て
在
京
し
て
ゐ
た
為
と
説
明
出
来
る
が
、
高
綱
が
下

向
し
て
ゐ
た
定
綱
滞
在
地
は
文
脈
か
ら
宇
都
宮
と
見
ら
れ
、
使
者
に
立
っ
た
定
綱

は
十
六
日
の
帰
参
を
約
し
十
二
日
に
相
模
に
帰
り
、
そ
れ
か
ら
高
綱
を
呼
び
に
別

に
使
者
を
派
遣
し
た
事
と
な
る
。
九
日
よ
り
二
度
使
者
が
宇
都
宮
に
派
遣
さ
れ
、

更
に
高
綱
は
伊
豆
で
は
な
く
、
一
旦
、
相
模
に
行
き
伊
豆
の
頼
朝
の
元
に
兄
弟
と

共
に
参
上
す
る
と
云
ふ
行
動
も
不
自
然
で
、
記
事
が
前
後
連
絡
し
て
ゐ
な
い
印
象

を
受
け
る
。
抑
も
平
家
に
仕
官
し
、
挙
兵
以
前
に
頼
朝
謀
反
の
噂
を
聞
き
付
け
、

都
よ
り
高
綱
が
下
国
す
る
と
い
ふ
設
定
自
体
に
無
理
が
な
い
か
（
盛
衰
記
で
平
家

仕
官
の
考
へ
を
翻
し
、
都
の
叔
母
の
元
に
滞
遊
し
て
ゐ
た
と
す
る
の
は
、
そ
れ
を

考
慮
し
て
の
改
変
か
）
。

ま
た
延
慶
本
で
は
佐
々
木
兄
弟
の
動
向
及
び
頼
朝
と
の
関
係
の
説
明
が
単
純
で

は
な
い
。
前
掲
の
通
り
二
郎
経
高
は
未
見
参
の
為
、
秀
義
に
よ
り
使
者
に
選
ば
れ

な
か
っ
た
と
あ
っ
た
が
、
頼
朝
の
方
で
は
、

（
延
慶
本
）
但
二
郎
ハ
渋
屋
庄
司
力
聟
ニ
テ
子
ニ
モ
劣
ス
恩
タ
ム
ナ
レ
ハ
ョ

モ
与
セ
シ
、
三
郎
計
ヲ
具
セ
ョ
ト
候
シ
ト
申
ケ
レ
ハ
、
｜
一
郎
経
高
是
ヲ
間
テ

申
ケ
ル
ハ
、
一
一
一
郎
一
一
モ
四
郎
ニ
モ
ナ
告
給
ソ
、
ソ
レ
ラ
ハ
イ
カ
ニ
モ
恩
キ
ル

マ
シ
キ
者
也
、
兵
衛
佐
殿
、
サ
程
ノ
大
事
ヲ
思
立
給
二
、
人
ヲ
ハ
不
可
知
、

経
高
ニ
ヲ
キ
テ
ハ
善
悪
可
参
一
卜
申
ケ
レ
ハ
、
サ
ラ
ハ
ト
テ
ヤ
カ
テ
相
模
ノ
波

多
野
一
一
有
ケ
ル
｜
二
郎
盛
綱
力
許
へ
使
者
ヲ
走
ラ
カ
ス
（
四
郎
の
元
へ
も
派
遣

ｌ
後
掲
）
サ
ル
程
二
佐
々
木
ノ
者
共
兄
弟
四
人
、
馳
集
テ
、
夜
中
一
一
北
条
へ
行

ケ
ル
ニ
、
二
郎
経
高
力
舅
渋
屋
庄
司
人
ヲ
走
カ
シ
テ
、
経
高
二
申
ケ
ル
ハ
、
（
下

略
、
渋
谷
経
高
を
慰
留
す
る
も
、
経
高
振
り
切
る
）
（
同
前
）

と
渋
谷
の
婿
の
為
、
与
力
の
見
込
み
が
な
い
と
し
て
ゐ
る
。
文
脈
に
よ
れ
ば
経
高

は
こ
の
時
、
秀
義
の
元
で
定
綱
の
報
告
を
聞
い
た
事
に
な
る
。
『
平
家
』
で
は
頼

朝
の
挙
兵
は
既
に
予
定
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
経
高
が
渋
谷
を
出
て
秀
義
の
元
に
詰

め
て
ゐ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
経
高
は
未
見
参
且
つ
渋
谷
婿
で
あ
る
事
が
不

召
還
の
理
由
に
設
定
さ
れ
て
ゐ
る
訳
で
あ
る
。

然
る
に
『
奉
公
』
で
は
兄
弟
の
来
歴
が
異
な
る
。
秀
義
が
仁
安
元
年
、
頼
朝
に

息
子
を
奉
公
さ
せ
る
時
、

次
郎
経
方
ハ
庄
司
の
子
に
し
た
る
に
よ
り
て
不
参
、
四
郎
ハ
い
ま
た
い
と
け

な
し

と
し
、
太
郎
と
三
郎
を
奉
公
さ
せ
、
挙
兵
時
に
は
頼
朝
が
渋
谷
に
帰
る
定
綱
に
、

し
良
は

・
庄
司
か
子
一
」
と
く
に
す
る
な
れ
ハ
、
よ
も
ま
い
ら
し
、
四
郎
又
い
ま
た
見
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と
、
経
高
は
頼
朝
側
と
し
て
参
戦
し
て
ゐ
た
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
『
奉
公
』
が
省

略
し
た
典
拠
に
渋
谷
の
制
止
を
振
り
切
っ
た
経
高
の
夜
討
直
前
の
参
着
が
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
⑳
。
或
は
『
平
家
』
の
如
き
本
文
よ
り
何
ら
か
の
理
由
で
、
経
高

を
除
い
た
可
能
性
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
『
奉
公
』
が
改
変
の
結
果
、
兄
弟

参
に
不
入
、
た
こ
一
一
良
は
か
り
を
く
し
て
ま
い
れ
と
て

と
あ
り
、
結
局
、

や
か
て
参
者
ハ
、
太
良
定
綱
・
三
良
盛
綱
・
四
良
高
綱
一
一
一
人
打
具
て
参
た
り
、

是
を
ま
か
り
て
ｌ
ｎ
Ｕ
れ
ハ
、
や
か
て
院
宣
廻
文
を
東
国
ふ
れ
ら
れ
て
、
や

か
て
謀
反
発
さ
せ
給
、
囚
良
た
か
つ
な
ま
い
り
た
る
事
、
殊
御
悦
あ
り
、
い

ま
た
け
さ
ん
に
入
さ
り
し
物
か
、
か
く
き
シ
て
は
し
め
て
、
あ
に
か
つ
れ
て

参
た
り
、
今
度
殊
御
悦
あ
り
（
１
鈴
木
氏
「
い
く
」
）

と
、
二
郎
経
高
は
渋
谷
猶
子
故
、
四
郎
高
綱
は
未
見
参
故
、
挙
兵
時
ま
で
頼
朝
と

は
疎
遠
で
、
与
力
を
期
待
さ
れ
た
の
が
雌
伏
時
代
に
奉
公
し
た
太
郎
・
三
郎
と
説

明
す
る
。
『
奉
公
』
は
『
平
家
』
に
比
べ
兄
弟
参
上
と
頼
朝
と
の
関
係
の
設
定
が

単
純
で
、
一
貫
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
経
高
と
渋
谷
重
国
と
が
親

子
の
関
係
で
あ
っ
た
事
⑯
、
定
綱
・
盛
綱
の
奉
公
（
『
尊
卑
』
）
を
語
る
他
の
史
料

と
背
馳
し
な
い
。

但
し
『
奉
公
』
で
は
参
着
以
降
の
記
事
が
な
く
、
経
高
の
参
戦
が
あ
っ
た
か
不

明
で
あ
る
が
、
『
平
家
』
・
『
東
鏡
』
⑩
）
・
『
尊
卑
』
で
は
兄
弟
と
共
に
夜
討
に
参
戦

し
て
を
り
、
「
備
中
入
道
百
箇
日
願
文
」
で
も
、

東
関
右
幕
下
追
罰
平
家
之
時
、
嫡
子
以
下
四
人
者
相
従
干
右
幕
下
一
一
一
、
最
末

子
五
郎
依
為
平
家
大
場
三
郎
之
聟
君
一
在
平
家
一
、
於
伊
豆
国
椙
山
一
二
合
戦

之
刻
、
奉
射
右
幕
下
一
、
依
為
奇
怪
之
所
行
一
幕
下
執
世
一
之
後
、
欲
罪
五
郎

之
刻
、
奉
射

ナ
ャ
シ
ム
ト
五
郎
一

延
慶
本
の
不
合
理
は
正
に
宇
都
宮
住
を
除
け
ば
解
消
さ
れ
る
訳
だ
が
、
抑
も

『
奉
公
』
で
は
太
郎
定
綱
の
宇
都
宮
在
住
が
言
及
さ
れ
て
を
ら
ず
、
不
合
理
が
な

か
っ
た
。

秀
義
心
の
う
ち
に
あ
さ
ま
し
と
恩
て
、
い
そ
き
か
へ
り
き
た
り
て
申
け
る
、

と
頼
朝
の
関
係
を
単
純
化
し
、
一
貫
性
を
持
た
せ
た
と
見
る
の
で
は
な
く
、
使
者

選
定
・
兄
弟
参
着
の
場
面
で
、
現
存
『
平
家
』
が
次
郎
と
四
郎
を
入
れ
替
へ
た
と

見
る
も
の
で
あ
る
。
現
存
『
平
家
』
の
前
掲
使
者
派
遣
本
文
で
、
次
郎
よ
り
も
三

郎
が
先
出
す
る
の
も
改
変
の
痕
跡
と
考
へ
る
が
、
四
郎
の
下
向
を
『
平
家
』
の
増

補
説
話
と
す
る
と
、
そ
の
不
自
然
な
往
復
と
設
定
の
理
由
を
説
明
出
来
る
筈
で
あ

る
。治
承
四
年
八
月
当
時
、
秀
義
親
子
は
相
模
に
居
住
し
、
経
高
は
渋
谷
猶
子
故
、

高
綱
は
未
見
参
故
、
使
者
に
立
た
ず
、
前
者
は
挙
兵
人
数
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
か

っ
た
と
あ
る
の
が
未
知
の
典
拠
本
来
の
設
定
で
、
『
奉
公
』
の
本
箇
所
は
延
慶
本
に

比
し
古
態
を
留
め
て
ゐ
る
と
筆
者
は
見
る
の
で
あ
る
。
『
平
家
』
は
何
故
、
そ
れ
を

改
め
た
の
だ
ら
う
か
。
延
慶
本
で
は
奇
怪
な
事
に
、
寿
永
二
年
の
義
仲
討
伐
の

際
、
平
治
の
乱
で
戦
死
し
た
秀
義
の
法
事
を
拠
っ
て
近
江
よ
り
高
綱
が
頼
朝
の
元

に
参
着
し
た
と
し
（
皿
）
、
感
動
し
た
頼
朝
よ
り
名
馬
池
数
寄
を
賜
る
と
あ
る
。
未
だ

頼
朝
の
支
配
が
確
定
し
て
ゐ
な
い
時
点
に
、
近
江
に
下
向
し
、
改
め
て
参
着
し
た

と
す
る
の
も
不
審
で
あ
り
、
乗
馬
を
「
浮
雲
」
と
す
る
所
か
ら
し
て
、
佐
々
木
兄

弟
の
遠
方
よ
り
の
参
着
を
頼
朝
が
賞
し
た
と
す
る
説
話
が
あ
っ
て
、
そ
の
影
響
が

物
語
の
挙
兵
部
に
も
影
響
し
た
か
と
す
る
の
が
一
案
で
あ
る
。

三
、
佐
々
木
親
子
流
浪
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定
綱
伊
豆
ゑ
ま
い
り
て
申
へ
き
や
う
、
御
文
ハ
、
お
ち
ち
る
事
も
候
ヘ
ハ
不

進
候
、
か
坐
る
あ
さ
ま
し
き
事
を
こ
そ
承
て
候
つ
れ
、
そ
れ
に
わ
た
ら
せ
給

て
ハ
、
か
な
ハ
せ
給
候
ま
し
、
藤
九
郎
ハ
か
り
を
御
と
‐
「
図
図
図
」
て
、
い

そ
き
こ
れ
ま
て
わ
た
ら
せ
給
は
坐
、
こ
れ
よ
り
子
と
も
を
付
ま
い
ら
せ
て
、

ミ
ち
の
く
に
ゑ
入
ま
い
ら
２
「
ん
因
」
と
申
と
て
ま
い
ら
す
（
１
西
岡
氏
「
と

る
手
」
鈴
木
氏
「
と
る
ま
う
て
」
、
２
西
岡
氏
「
ん
ん
」
、
鈴
木
氏
「
せ
ん
」
）

と
あ
る
通
り
だ
が
、
こ
れ
も
『
奉
公
』
が
古
態
を
有
し
て
を
り
、
延
慶
本
が
宇
都

宮
住
を
増
補
し
た
為
、
前
述
し
た
不
合
理
を
生
じ
た
と
説
明
出
来
な
い
か
。
『
東

鏡
』
は
、（
九
日
条
）
（
前
略
）
秀
義
心
中
驚
騒
之
外
無
他
、
不
能
委
細
談
話
、
帰
畢
云
々

（
十
日
条
）
秀
義
以
嫡
男
佐
々
木
太
郎
定
綱
〔
近
年
在
宇
都
宮
、
此
間
来
渋

谷
〕
、
昨
日
景
親
所
談
之
趣
、
申
送
武
衛
云
々

（
十
一
日
条
）
定
綱
為
父
秀
義
使
、
参
着
北
条
（
下
略
）

と
あ
っ
て
、
割
注
で
定
綱
が
面
談
以
前
に
宇
都
宮
よ
り
渋
谷
に
来
て
ゐ
た
と
す

る
。
こ
れ
な
ら
ば
延
慶
本
の
無
理
が
解
消
さ
れ
る
が
、
逆
に
延
慶
本
の
如
き
本
文

を
筆
者
同
様
の
不
審
か
ら
『
東
鏡
』
の
編
者
が
附
注
し
た
と
解
す
る
事
も
可
能
で

あ
る
。『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
八
月
三
日
の
段
階
で
挙
兵
を
決
意
し
た
頼
朝
の
元
よ
り

家
人
達
に
内
命
が
あ
り
、

其
中
一
一
故
左
馬
頭
ノ
猶
子
ニ
近
江
国
ノ
住
人
佐
々
木
源
一
一
一
秀
義
力
子
共
、
平

治
ノ
乱
ノ
後
ハ
此
彼
ニ
カ
、
マ
リ
居
夕
リ
、
太
郎
定
綱
ハ
下
野
宇
都
宮
ニ
ア

リ
、
次
郎
・
「
経
高
」
ハ
相
模
ノ
波
多
野
一
一
ア
リ
、
三
郎
ｂ
「
盛
綱
」
ハ
同
国

渋
野
ニ
ア
リ
、
四
郎
高
綱
ハ
都
一
一
ア
リ
、
五
郎
義
清
ハ
大
場
一
一
一
郎
力
妹
婿
ニ

テ
相
模
ニ
ア
リ
、
（
中
略
）
太
郎
定
綱
ハ
下
野
国
宇
都
宮
ヨ
リ
馳
上
ル
、
次

郎
。
「
盛
経
」
相
模
国
波
多
野
ヨ
リ
馳
参
、
三
郎
ｄ
「
盛
綱
」
同
国
渋
谷
ヨ
リ

馳
来
ル
、
兄
弟
四
人
佐
殿
ヲ
守
護
シ
奉
ル
、
誠
二
一
人
当
千
ノ
武
者
ア
タ
リ

ヲ
払
テ
見
エ
タ
リ
ケ
リ
、
五
郎
義
清
ハ
イ
カ
ニ
ト
尋
給
ヘ
ハ
、
大
場
一
一
一
郎
力

妹
二
相
具
シ
テ
候
ヘ
ハ
、
人
ノ
心
難
知
侍
り
、
志
思
進
セ
ハ
参
ン
ス
ラ
ン
、

左
右
ナ
ク
知
セ
シ
ト
存
也
ト
テ
不
呼
ケ
リ
（
理
）

と
宇
都
宮
か
ら
の
参
着
が
語
ら
れ
、
往
復
の
矛
盾
が
な
い
か
ら
、
延
慶
本
本
文
の

動
機
の
説
明
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
盛
衰
記
の
如
き
事
前
召
集
が
延
慶
本
の
前

提
本
文
で
あ
る
と
見
な
す
事
は
俄
に
困
難
で
あ
る
。

然
る
に
定
綱
の
宇
都
宮
在
住
を
持
つ
史
料
が
明
応
本
『
佐
々
木
系
図
』
で
あ
る
。

イ
（
秀
義
）
「
六
条
判
官
為
義
猶
子
、
佐
々
木
三
郎
」
「
母
安
倍
宗
任
女
」

ロ
（
定
綱
）
「
従
五
下
、
太
郎
昌
使
左
衛
門
尉
、
母
下
野
宇
津
宮
」
「
近
江
長
門
石

見
隠
岐
四
ケ
国
守
護
」

ハ
（
経
高
）
「
号
蒜
間
中
務
丞
、
佐
々
木
次
郎
、
法
名
経
蓮
豈
住
相
模
滋
（
渋
）

谷
、
母
同
上
」
「
淡
路
阿
波
土
佐
等
守
護
三
括
弧
は
続
群
書
類
従
）

一
一
（
盛
綱
）
「
号
加
地
三
郎
兵
衛
尉
、
佐
々
木
三
郎
」
「
本
名
秀
綱
、
住
相
模
俣
野
、

備
前
児
島
渡
了
」
「
伊
予
讃
岐
守
護
三
法
名
西
念
」

ホ
（
高
綱
）
「
佐
々
木
四
郎
、
左
衛
門
尉
」
「
母
同
上
」
「
籠
居
高
野
山
」
「
備
中
備
後

安
芸
周
防
因
幡
伯
耆
出
雲
等
守
護
」

へ
（
義
清
）
「
従
五
位
下
左
衛
門
尉
、
隠
岐
守
三
佐
々
木
五
郎
」
「
母
大
庭
権
守
景

宗
女
」

と
あ
る
傍
線
記
事
が
前
掲
の
延
慶
本
・
盛
衰
記
に
対
応
す
る
。
但
し
完
全
に
一
致

せ
ず
、
イ
の
波
線
の
秀
義
を
盛
衰
記
で
は
左
馬
頭
義
朝
の
養
子
と
す
る
し
、
ロ
傍

線
の
、
母
が
宇
都
宮
氏
の
出
と
す
る
の
は
注
記
の
誤
写
脱
落
の
可
能
性
が
老
へ
ら

れ
る
が
、
ハ
・
二
で
は
住
所
が
異
な
り
、
ホ
で
は
高
綱
の
都
在
住
が
記
さ
れ
て
ゐ
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有
近
江
国
住
人
佐
々
木
源
三
秀
義
者
、
平
治
逆
乱
時
、
候
左
典
厩
御
方
、
於

戦
場
蜴
兵
略
、
而
武
衛
坐
事
之
後
、
不
奉
忘
旧
好
今
、
不
談
平
家
権
勢
之
故
、

得
替
相
伝
地
佐
々
木
庄
之
間
、
相
率
子
息
等
、
侍
秀
衡
〔
秀
義
妹
母
夫
也
〕

赴
奥
州
、
至
相
模
国
之
刻
、
渋
谷
庄
司
重
国
感
秀
義
勇
敢
之
余
、
令
之
留
置

之
間
、
住
当
国
、
既
送
二
十
年
畢
、
此
間
於
子
息
定
綱
・
盛
綱
等
者
、
所
候

干
武
衛
之
門
下
也
鬼
）

こ
の
女
性
の
出
自
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
言
及
が
な
い
が
、
奥
州
合
戦
の
際
の

『
東
鏡
』
の
毛
越
寺
記
事
の
藤
原
基
衡
室
の
割
注
に
、
安
倍
宗
任
女
と
あ
る
の
が

注
目
さ
れ
る
（
型
。
明
応
本
の
秀
義
母
に
安
倍
宗
任
女
と
あ
る
事
は
、
『
東
鏡
』
の
両

性
と
正
確
に
一
致
し
な
い
も
の
▲
、
奥
州
藤
原
氏
と
佐
々
木
氏
の
間
の
縁
戚
関
係

で
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
応
本
が
両
割
注
を
拾
ひ
、
し
か
も
改
変
し
て

掲
載
し
た
と
解
す
る
必
要
は
流
石
に
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
。

な
い
。
寧
ろ
延
慶
本
・
長
門
本
・
『
尊
卑
』
で
盛
綱
を
波
多
野
住
と
す
る
事
（
後

掲
本
文
）
、
経
高
を
重
国
婿
と
す
る
事
が
、
経
高
を
渋
谷
住
、
盛
綱
を
俣
野
住
と

す
る
明
応
本
に
符
合
・
近
似
す
る
事
か
ら
す
れ
ば
、
明
応
本
が
未
知
の
『
平
家
』

を
引
用
し
た
可
能
性
の
方
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

し
か
し
経
高
の
渋
谷
住
、
及
び
渋
谷
か
ら
の
参
着
を
延
慶
本
・
長
門
本
が
記
さ

な
い
事
、
高
綱
の
都
在
住
を
明
応
本
が
記
さ
な
い
事
か
ら
も
、
寧
ろ
明
応
本
の
典

拠
が
『
平
家
』
・
『
東
鏡
』
に
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。
何
と
な
れ

ば
秀
義
の
叔
母
の
夫
が
藤
原
秀
衡
で
あ
る
と
す
る
次
の
『
東
鏡
』
割
注
が
そ
の
存

在
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。

当
該
延
慶
本
本
文
の
後
出
性
を
推
定
し
た
が
、
何
度
も
言
ふ
様
に
佐
々
木
氏
伝

書
の
『
平
家
』
に
対
す
る
先
行
を
そ
こ
か
ら
断
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
秀
義

と
奥
州
藤
原
氏
の
縁
戚
に
言
及
せ
ず
、
頼
朝
流
人
時
代
の
佐
々
木
定
綱
と
盛
綱
の

奉
公
を
持
つ
『
奉
公
』
・
『
尊
卑
』
と
、
明
応
本
の
記
事
は
一
致
す
る
所
が
な
く
、

秀
衡
・
秀
義
の
母
を
宗
任
女
と
す
る
の
は
年
代
的
に
無
理
で
あ
る
か
ら
、
端
的

に
奥
州
藤
原
氏
と
佐
々
木
氏
の
縁
戚
を
物
語
る
伝
承
・
史
料
が
あ
り
、
『
東
鏡
』
は

そ
れ
を
参
照
し
、
二
記
事
に
注
を
付
し
、
明
応
本
も
そ
の
史
料
の
流
れ
を
汲
む
と

推
定
出
来
る
。
同
時
に
佐
々
木
定
綱
の
宇
都
宮
居
住
を
『
東
鏡
』
が
割
注
に
付
す

事
、
不
自
然
な
が
ら
殊
更
『
平
家
』
で
そ
れ
が
言
及
さ
れ
る
の
も
、
佐
々
木
秀
義
親

子
の
挙
兵
以
前
の
流
浪
を
語
る
史
料
よ
り
増
補
し
た
為
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

四
、
盛
綱
近
侍

藤
原
基
衡

（
「
東
鏡
乞
〒
ｌ
‐
１
１
１
秀
衡

安倍宗任戸葬
（明応本）｜｜「‐‐「Ｉ秀義

某

ｎＴＨ 
義高盛経定
清綱綱高綱

五四三次太
郎郎郎郎郎
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佐々木：佐々木氏勲功伝承と『平家物語」

そ
の
伝
承
関
係
を
究
明
す
る
事
は
出
来
な
い
。
現
存
史
料
か
ら
原
佐
々
木
氏
勲
功

書
に
遡
る
事
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
勿
論
全
て
が
一
書
よ
り
派
生
し
た
と
断
定

出
来
ず
、
佐
々
木
氏
伝
書
の
先
行
は
飽
く
ま
で
仮
説
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

現
存
書
間
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
の
推
測
を
す
る
事
は
出
来
る
。

即
ち
先
の
二
書
・
『
東
鏡
』
と
異
な
り
、
『
平
家
』
・
「
曾
我
』
の
頼
朝
流
浪

時
代
説
話
で
は
兄
弟
の
一
方
の
頼
朝
近
侍
し
か
掲
載
し
な
か
っ
た
。
頼
朝
最
大
の

危
機
で
あ
る
伊
東
入
道
の
夜
討
の
際
に
は
、

（
延
慶
本
）
盛
綱
・
盛
長
ハ
兵
衛
佐
ノ
カ
レ
出
給
テ
後
ハ
、
一
筋
二
敵
ノ
打

入
ラ
ム
ス
ル
ヲ
相
待
テ
、
名
ヲ
留
ル
程
ノ
戦
、
此
時
一
一
有
卜
思
ケ
ル
程
二
、

夜
モ
ヤ
ウ
ノ
、
明
ニ
ケ
レ
ハ
、
各
モ
出
去
一
一
ケ
リ
一
頭
）

と
あ
り
、
真
名
本
『
曾
我
』
で
も
盛
綱
・
盛
長
が
近
侍
す
る
が
、
『
闘
謡
録
』
で

は
盛
綱
を
佐
々
木
定
綱
と
し
、
延
慶
本
・
盛
衰
記
で
は
「
野
三
刑
部
盛
綱
」
（
延

慶
本
は
「
成
綱
」
と
も
掲
載
す
る
）
、
仮
名
本
『
曾
我
』
で
も
「
弥
三
郎
な
り
つ

な
」
（
太
山
寺
本
）
と
し
て
別
人
と
す
る
兎
）
。
成
と
盛
は
紛
れ
る
か
ら
、
後
三
者

は
武
蔵
の
武
士
野
三
刑
部
丞
小
野
成
綱
を
指
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
『
曾
我
物
語
』
命
）
・
小
井
土
守
敏
氏
の
指
摘
通
り
（
鋼
）
、
こ
れ
が

歴
史
的
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
佐
々
木
盛
綱
へ
の
誤
解
・
改
変
、
次
い
で
定
綱
へ

の
改
変
が
な
さ
れ
、
更
に
盛
綱
・
定
綱
の
並
立
は
少
な
く
共
、
佐
々
木
盛
綱
へ
の

改
変
が
成
さ
れ
た
後
に
生
じ
た
と
説
明
す
る
事
に
な
る
筈
で
あ
る
弱
）
。
こ
の
場

合
、
佐
々
木
二
兄
弟
奉
公
を
持
つ
『
奉
公
』
・
『
東
鏡
』
・
『
尊
卑
』
（
及
び
定
綱
奉
公

を
持
つ
『
闘
靜
録
』
）
、
ｌ
即
ち
佐
々
木
氏
伝
書
も
ｌ
は
延
慶
本
よ
り
も
後
出
本
文

の
可
能
性
が
高
く
な
る
。

但
し
小
野
成
綱
が
挙
兵
以
前
頼
朝
に
近
侍
し
た
確
証
は
な
い
。
小
野
氏
は
武
蔵

七
党
に
属
す
る
武
士
で
、
『
諸
家
系
図
蟇
』
所
収
「
党
家
系
図
（
横
山
党
）
」
記
）
に
、

と
あ
り
、
弟
の
成
尋
は
治
承
四
年
八
月
の
石
橋
山
合
戦
の
時
よ
り
頼
朝
に
従
っ
て

ゐ
た
（
虹
）
。
野
口
実
氏
は
成
尋
舅
八
田
知
家
｛
翌
の
姉
妹
が
頼
朝
乳
母
寒
河
尼
（
羽
）
で
あ

っ
た
縁
に
よ
る
近
侍
と
す
る
か
ら
、
そ
の
縁
で
兄
弟
の
成
綱
が
頼
朝
に
従
っ
た
と

見
る
事
も
不
可
能
で
は
な
い
と
し
よ
う
（
型
）
。
成
綱
は
後
年
、
尾
張
守
護
と
見
え
盃
）
、

頼
朝
庶
子
貞
暁
の
乳
人
に
擬
せ
ら
れ
る
様
に
愈
頼
朝
の
信
頼
の
篤
い
御
家
人
で
あ

っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
小
野
成
綱
が
頼
朝
座
下
と
し
て
見
え
る
の
は
『
東
鏡
』
に
よ
れ
ば
元
暦

元
年
十
一
月
で
（
十
四
日
条
）
、
治
承
四
年
八
月
の
挙
兵
時
の
参
加
者
と
し
て
見

え
な
い
。
こ
れ
は
時
間
的
地
理
的
事
情
か
ら
挙
兵
時
の
参
加
に
遅
れ
た
と
す
れ
ば

そ
れ
迄
で
あ
る
が
、
以
降
も
佐
々
木
盛
綱
が
頼
朝
に
近
侍
し
厚
遇
さ
れ
る
事
は
小

野
成
綱
の
比
で
は
な
い
。
『
東
鏡
』
治
承
四
年
八
月
九
日
条
の
定
綱
盛
綱
奉
公
は
、

拙
稿
で
推
測
し
た
通
り
別
典
拠
に
由
来
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
除
く
が
（
師
）
、
定

綱
・
盛
綱
の
頼
朝
近
侍
は
「
東
鏡
』
の
各
種
の
行
事
・
参
詣
よ
り
確
認
出
来
る
〈
犯
）
。

成
任

野
三
郎
大
夫
野
三
刑
部
丞

使
判
官

義
勝
法
橋
姓
改
藤
原

盛
尋
ｌ
家
長

頼
朝
石
橋
合
戦
有
功

成
綱

盛
綱
下
総
守
承
久
乱
院
方

成
季
兵
衛
大
夫

兼
綱

女
子
梶
原
平
二
左
衛
門
最
高
妻

倍
片
Ⅲ
一
冊
・
尻

義
基
１
時
縄

時
成
左
兵
衛
尉
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特
に
盛
綱
は
寿
永
二
年
十
二
月
七
日
の
頼
朝
鶴
岡
参
詣
の
際
は
、
和
田
次
郎
義
茂

と
一
一
人
で
供
を
勤
め
、
建
久
五
年
二
月
一
一
十
七
日
の
参
詣
の
際
は
御
剣
の
役
を
一

人
勤
め
た
（
各
日
条
）
。
そ
の
他
警
戒
す
る
武
田
信
義
と
の
対
面
の
際
、
頼
朝
の

傍
に
控
へ
て
ゐ
た
の
は
三
浦
義
澄
・
下
河
辺
行
平
・
梶
原
景
時
と
定
綱
・
盛
綱
で
あ

っ
た
（
型
。
｜
方
の
小
野
成
綱
・
成
尋
も
後
年
と
も
に
行
事
の
供
奉
に
名
を
列
ね
る

が
、
他
の
御
家
人
と
同
扱
ひ
で
、
佐
々
木
兄
弟
の
様
に
頼
朝
の
近
辺
に
ゐ
な
い
。

ま
た
定
綱
盛
綱
に
は
頼
朝
が
親
近
の
情
を
表
し
て
ゐ
る
。
定
綱
親
子
と
叡
山
と

の
抗
争
の
際
は
定
綱
を
庇
ふ
が
（
⑭
）
、
叶
は
ず
流
罪
さ
れ
（
週
、
赦
免
さ
れ
た
際
は

「
将
軍
家
甚
歓
喜
」
（
翌
と
あ
る
。
こ
れ
は
無
論
、
政
治
的
計
算
が
介
在
し
た
可
能

性
が
あ
る
が
（
蝿
）
、
盛
綱
と
頼
朝
は
双
六
を
楽
し
む
し
垣
）
、
盛
綱
よ
り
献
上
さ
れ
た

鮭
に
対
し
、
頼
朝
は

ま
ち
ゑ
た
る
人
の
な
さ
け
も
す
は
や
り
の
わ
り
な
く
見
ゆ
る
心
さ
し
か
な

と
、
感
謝
の
心
を
歌
に
作
る
程
で
あ
る
毛
）
。
さ
ら
に
、

武
術
被
遣
御
馬
一
疋
〔
葦
毛
〕
於
佐
々
木
三
郎
盛
綱
、
々
々
為
追
討
平
家
へ

当
時
在
西
海
、
而
折
節
無
乗
馬
之
由
、
依
令
言
上
、
態
立
雑
色
、
被
送
遣
之

云
々
妬
）

と
、
馬
を
送
っ
た
事
、

佐
々
木
三
郎
盛
綱
白
馬
渡
備
前
国
児
嶋
、
追
伐
左
馬
頭
平
行
盛
朝
臣
事
、
今

日
以
御
書
蒙
御
感
之
仰
、
其
詞
曰
、

自
昔
錐
有
渡
河
水
之
類
、
未
間
以
馬
凌
海
浪
之
例
、
盛
綱
振
舞
、
希
代
勝

事
也
云
々
（
翅

と
、
児
嶋
を
渡
し
た
事
に
感
状
を
送
る
事
か
ら
も
、
頼
朝
は
特
に
盛
綱
に
親
近
感

を
有
し
て
ゐ
た
と
恩
は
れ
る
。
高
綱
（
翌
は
盛
綱
（
⑬
）
と
同
じ
く
供
奉
の
際
、
武
具
・

調
度
を
帯
す
る
重
役
を
果
た
す
が
、
経
高
・
義
清
と
も
に
定
綱
・
盛
綱
程
近
侍
し

て
を
ら
ず
、
ま
し
て
小
野
成
綱
の
頼
朝
近
侍
は
確
認
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
頼
朝

と
の
親
縁
を
強
調
す
る
記
事
が
説
話
と
し
て
、
有
力
大
名
佐
々
木
氏
の
影
響
に
よ

り
『
東
鏡
』
に
取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
を
認
め
る
と
し
て
も
、
佐
々
木
盛
綱
近
侍

を
伝
へ
る
儀
礼
の
交
名
ま
で
が
、
改
霞
さ
れ
た
と
筆
者
は
見
る
必
要
は
な
い
と
老

へ
る
。

佐
々
木
盛
綱
が
近
侍
し
寵
愛
さ
れ
た
の
は
治
承
四
年
八
月
以
前
に
奉
公
し
て
ゐ

た
為
と
見
る
の
が
目
下
、
合
理
的
で
、
承
久
の
乱
で
小
野
氏
本
流
が
衰
滅
し
た
事

か
ら
、
そ
の
伝
承
が
佐
々
木
氏
に
剰
窃
さ
れ
た
と
説
明
す
る
よ
り
も
（
辺
、
延
慶
本

他
の
現
存
本
以
前
の
『
平
家
』
が
盛
綱
を
小
野
氏
と
解
釈
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。
現
存
『
平
家
』
で
は
佐
々
木
盛
綱
の
登
場
は
正
に
前
掲
の
「
佐
々
木
者
共
佐

殿
ノ
許
へ
参
事
」
が
初
め
て
で
、
特
に
以
前
の
奉
公
、
頼
朝
と
の
親
縁
が
記
さ
れ

て
ゐ
な
い
事
か
ら
不
審
し
た
編
者
が
、
流
浪
時
代
の
「
盛
綱
」
を
別
人
と
考
へ
改

め
た
の
で
は
な
い
か
。
『
奉
公
』
に
も
「
成
綱
」
と
す
る
箇
所
が
あ
る
が
、
或
は

成
綱
と
あ
る
本
文
よ
り
小
野
氏
に
比
定
し
た
可
能
性
も
あ
ら
う
。
流
浪
時
代
説
話

は
史
実
で
は
な
く
訂
）
、
説
話
と
し
て
形
成
さ
れ
、
各
書
が
改
変
し
取
り
入
れ
た
と

さ
れ
る
が
（
翌
、
真
名
本
『
曾
我
』
で
は
名
字
を
記
さ
ず
に
「
盛
綱
」
と
し
て
を

り
、
こ
れ
が
本
来
の
本
文
を
留
め
、
『
平
家
』
が
そ
れ
を
成
綱
に
、
更
に
『
闘
謡

録
』
が
定
綱
に
改
め
た
の
で
は
な
い
か
。

現
在
の
所
、
小
野
成
綱
近
侍
を
史
実
と
し
、
延
慶
本
等
が
古
態
を
有
し
て
ゐ
る

と
す
る
よ
り
、
佐
々
木
盛
綱
が
史
実
で
流
浪
説
話
も
そ
れ
を
基
に
し
て
ゐ
る
と
見

て
良
い
だ
ら
う
。
『
尊
卑
』
「
盛
綱
」
の

仁
安
元
十
七
〔
十
六
才
〕
、
依
父
命
参
伊
豆
国
、
奉
相
属
右
兵
衛
佐
殿
、
夙

夜
呪
近
致
粉
骨
〔
千
時
名
字
秀
綱
〕
、
仁
安
元
十
十
七
夜
、
於
兵
衛
佐
殿
御

前
、
自
身
指
燭
、
藤
九
郎
盛
長
為
加
冠
首
服
、
其
時
改
秀
綱
為
盛
綱
、
旦
暮

3５ 



佐々木：佐々木氏勲功伝承と『平家物語』

随
逐
給
仕
送
年
月
了
、
入
御
時
政
館
、
奉
入
北
条
息
女
三
位
殿
〕
之
内

時
、
盛
綱
一
人
被
召
具
了

と
あ
る
盛
綱
記
事
も
、
独
自
に
そ
の
史
実
を
受
け
佐
々
木
家
の
内
部
で
成
立
し
た

か
、
端
的
に
流
浪
説
話
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
可
能
性
が
あ
る
訳
で
あ
る
。
さ
れ

ば
頼
朝
が
本
来
、
名
馬
を
送
る
べ
き
寵
愛
の
人
物
は
こ
の
盛
綱
で
あ
る
。
藤
戸
合

戦
の
盛
綱
賜
馬
が
『
平
家
』
「
生
数
寄
沙
汰
」
の
高
綱
賜
馬
に
利
用
さ
れ
た
と
す

る
大
森
金
五
郎
氏
の
見
解
は
（
斑
）
、
改
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

現
存
『
平
家
』
の
佐
々
木
奉
公
本
文
の
後
出
性
を
績
々
指
摘
し
た
が
、
『
奉

公
』
で
は
定
綱
よ
り
も
盛
綱
の
勲
功
が
強
調
さ
れ
る
事
か
ら
、
『
奉
公
』
を
伝
へ

た
盛
綱
子
孫
に
よ
る
加
筆
を
鈴
木
氏
が
推
定
す
る
様
に
、
後
代
の
修
正
を
受
け
て

ゐ
る
可
能
性
は
十
分
想
定
さ
れ
る
。
次
の
頼
朝
流
浪
時
代
説
話
と
『
奉
公
』
の
共

通
性
を
示
唆
す
る
記
述
に
、

『
奉
公
』
治
承
二
年
い
た
る
ま
て
、
春
秋
十
五
年
、
夜
ひ
る
無
怠
コ
ト
二
人

共
に
召
仕
ハ
、
其
間
御
馬
屋
ノ
い
か
い
鬼
武
丸
逃
去
し
て
失
い
、
盛
網
代
．

是
１
「
園
」
人
と
な
り
て
三
年
を
へ
た
り
、
又
あ
る
年
苑
ノ
草
深
き
さ
し
て

掃
に
人
な
し
、
盛
綱
こ
れ
を
す
き
、
こ
れ
を
苅
て
掃
除
す
る
間
、
芳
草
ノ
可

惜
を
し
ら
す
し
て
皆
苅
掃
、
佐
殿
い
か
り
て
誰
人
の
し
た
る
そ
と
尋
ぬ
、
盛

綱
申
す
、
我
公
の
草
ヲ
愛
給
候
事
を
不
知
、
移
殖
一
一
い
た
ミ
あ
る
へ
か
ら
す

と
て
、
鋤
ヲ
取
て
立
と
す
、
更
二
恨
色
な
し
、
将
軍
の
い
か
れ
る
事
を
へ
ん

し
て
、
滅
渡
板
行
に
て
こ
そ
候
た
る
（
１
鈴
木
氏
「
囲
」
）

と
居
飼
鬼
武
丸
の
逃
亡
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
の
人
物
は
『
東
鏡
」
に
は
見
え
ず
、

五
、
『
奉
公
』
の
形
成

カ
ラ
ス
ト
テ
、
大
鹿
毛
卜
云
、
馬
二
乗
り
、
鬼
武
卜
云
舎
人
ハ
カ
リ
ヲ
具
シ

テ
、
夜
半
ヒ
ソ
カ
ニ
ソ
出
ラ
レ
ケ
ル
（
同
前
。
ａ
を
盛
衰
記
は
「
盛
」
と
し
、

ｂ
を
持
た
な
い
。
傍
線
は
『
闘
靜
録
』
・
『
曾
我
』
も
同
じ
）

と
見
え
る
人
物
で
あ
る
。
此
処
で
も
結
句
、
様
々
な
可
能
性
が
想
定
出
来
る
が
、

『
奉
公
』
の
敷
桁
の
可
能
性
を
排
除
出
来
な
い
だ
ら
う
。

以
上
の
考
察
で
、
結
句
『
平
家
』
の
典
拠
・
享
受
の
問
題
は
解
決
出
来
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
、
『
奉
公
』
に
共
通
す
る
佐
々
木
家
伝
の
鎌
倉
後
期
迄
の
成
立
の

可
能
性
は
依
然
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
野
口
氏
・
鈴
木
氏
が
引
く
が

佐
々
木
・
渋
谷
後
高
の
弘
長
元
年
の
争
論
の
内
容
が
注
目
さ
れ
る
。

今
日
昼
番
之
間
、
於
広
御
所
、
佐
々
木
壱
岐
前
司
泰
綱
与
渋
谷
太
郎
左
衛
門

尉
武
重
及
口
論
、
是
泰
綱
以
武
重
有
称
為
大
名
之
由
事
、
武
重
轡
之
云
、
已

亘
噸
屏
之
詞
也
、
於
当
時
全
非
大
名
、
先
祖
重
国
〔
号
渋
谷
庄
司
〕
者
、
誠

流
浪
説
話
の
中
に
、

（
延
慶
本
）
野
一
一
一
刑
部
ａ
「
成
」
綱
、
ｂ
「
足
立
」
藤
九
郎
盛
長
ナ
ト
ニ
仰
合

ケ
ル
ハ
、
頼
朝
一
人
遁
出
ム
ト
思
也
、
．
、
ニ
テ
助
親
法
師
二
無
故
一
命
ヲ

失
ハ
ム
事
、
云
甲
斐
無
ル
ヘ
シ
、
汝
等
カ
ク
テ
ア
ラ
ハ
、
頼
朝
ナ
ト
人
知
へ

住
相
模
国
、
尋
知
音
之
好
、
得
重
国
以
下
之
助
成
、
継
身
命
、
奉
逢
干
右
大

将
軍
草
創
御
代
、
抽
度
々
之
勲
功
、
兄
弟
五
人
之
間
、
令
補
十
七
ケ
国
守
護

職
、
剰
面
々
所
令
任
受
領
検
非
違
使
也
、
昔
牢
籠
更
非
恥
辱
、
還
可
謂
面
目

願
、
当
家
独
不
談
其
権
勢
、
笄
譜
代
相
伝
佐
々
木
圧
、
偏
運
志
於
源
家
、
遷

牢
籠
之
当
初
者
、
到
重
国
之
門
、
寄
得
其
扶
持
、
子
孫
今
為
大
名
嗽
云
々
、

泰
綱
云
、
②
東
国
大
少
名
井
渋
谷
庄
司
重
国
等
、
皆
官
平
氏
、
莫
不
蒙
彼
恩

相
模
国
大
名
内
也
、
①
然
間
貴
辺
先
祖
佐
々
木
判
官
定
綱
〔
千
時
号
太
郎
〕

之
、
③
始
重
国
以
秀
義
為
聟
之
問
、
令
生
隠
岐
守
義
清
詑
、
被
用
聟
之
上
者
、
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非
馬
牛
之
類
、
為
人
倫
之
条
勿
論
鰍
、
此
上
今
過
言
頗
荒
涼
事
歎
云
々
、
列

座
衆
悉
傾
耳
、
敢
不
能
助
言
云
々
（
鍵
）

鈴
木
氏
は
始
祖
の
勲
功
伝
承
が
佐
々
木
一
族
の
問
で
継
承
さ
れ
た
事
が
窺
は
れ

る
と
す
る
が
、
『
東
鏡
』
の
編
者
が
ど
の
様
に
し
て
、
こ
の
口
論
の
詳
細
な
内
容

を
記
録
出
来
た
か
筆
者
は
案
じ
て
ゐ
る
。
確
か
に
記
事
に
拠
れ
ば
複
数
の
人
物
が

謹
聴
し
て
を
り
、
編
者
も
そ
こ
に
居
て
記
憶
し
て
ゐ
た
か
、
聴
聞
者
、
或
は
佐
々

木
泰
綱
か
ら
再
度
聞
き
取
り
を
し
た
か
、
或
は
編
者
が
周
知
す
る
著
名
な
記
事
で

あ
っ
た
為
、
詳
細
な
記
載
が
可
能
で
あ
っ
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
し
か

し
佐
々
木
氏
の
始
祖
の
孤
忠
を
言
ふ
傍
線
部
①
が
『
東
鏡
』
の
治
承
四
年
八
月
九

日
条
、
③
が
同
二
十
六
日
条
の
記
事
に
一
致
す
る
事
か
ら
し
て
、
何
ら
か
の
文
書

を
参
照
し
て
編
者
が
口
論
を
再
構
成
し
た
記
事
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
端
的
に
『
東
鏡
』
当
該
条
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
②
で
東
国
諸
大
名
の
平

氏
仕
官
は
『
東
鏡
』
で
は
な
く
『
奉
公
』
に
見
え
る
。

其
後
下
野
殿
平
治
年
中
、
為
平
家
被
打
畢
、
其
時
秀
義
依
重
病
、
在
相
模
渋

（
マ
マ
）

谷
、
天
下
皆
平
家
二
き
し
て
、
源
氏
門
容
も
多
首
を
た
れ
て
、
平
家
二
付
ヌ
、

甲

兵
衛
佐
と
の
上
生
年
十
四
歳
、
永
暦
一
兀
年
庚
辰
歳
春
一
二
月
、
伊
豆
国
な
か
さ

れ
て
、
北
条
四
良
時
政
か
も
と
に
御
座
、
秀
義
渋
谷
に
あ
り
て
こ
郷
ゑ
返

事
を
不
得
し
て
、
渋
谷
□
司
・
大
庭
三
郎
等
、
平
家
ゑ
可
参
由
を
度
々
教
訓

す
、
し
か
り
と
い
ゑ
と
も
秀
義
更
二
心
を
不
変
、
仁
安
元
年
丙
戌
十
月
一
一
大

郎
定
綱
・
’
一
一
郎
成
綱
生
年
十
六
さ
い
に
お
よ
ひ
て
云
、
我
等
か
一
門
久
章
王

一
一
召
仕
テ
、
私
し
う
を
も
た
さ
り
き
、
父
経
方
か
時
よ
り
事
ゑ
ん
あ
り
て
、

下

始
奥
し
陸
判
官
殿
二
参
き
、
其
後
秀
義
山
野
殿
召
仕
て
、
し
は
ら
く
此
国
二
あ

り
き
、
お
く
れ
た
て
ま
つ
り
て
後
ハ
、
こ
郷
ゑ
返
に
よ
し
な
し
、
う
か
れ
て

小

此
国
浪
人
と
な
れ
り
、
大
庭
一
二
郎
・
畠
山
庄
司
・
北
山
田
別
当
、

大
な

注（
１
）
「
『
平
家
物
語
』
・
『
東
鏡
』
「
山
木
夜
討
」
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
上
横
手

雅
敬
氏
編
『
中
世
公
武
権
力
の
構
造
と
展
開
』
所
収
）
、
以
下
拙
稿
と
略
。

る
物
共
に
て
、
ミ
な
平
家
ゑ
ま
い
れ
り
、
不
参
又
ち
は
の
す
け
・
三
浦

介
・
上
熊
介
等
ハ
風
二
し
た
か
う
木
草
の
こ
と
く
に
て
、
あ
な
か
ち
奉
公
い

た
さ
す
と
も
き
か
す
、
秀
義
平
家
参
た
ら
ん
に
ハ
な
と
か
蒙
御
恩
を
も
近

江
国
ゑ
も
返
さ
ら
ん
、
さ
れ
ハ
庄
司
も
た
ひ
ノ
ー
可
参
之
由
を
申
せ
と
も
、

い
く
は
く
の
さ
か
へ
を
え
ん
と
て
か
、
二
か
と
ゑ
馬
を
ハ
た
つ
へ
き
、
今
ハ

兵
衛
佐
殿
伊
豆
一
一
御
座
、
速
参
て
可
仕
と
い
ゑ
と
も
、
秀
義
参
な
ハ
庄
司
の

た
め
不
便
也
、
早
已
等
参
て
、
此
由
を
申
て
、
夜
昼
候
へ
と
て
こ
入
を
ま
い

ら
す
、
次
郎
経
方
ハ
庄
司
の
子
に
し
た
る
に
よ
り
て
不
参
、
四
郎
ハ
い
ま
た

い
と
け
な
し
、
１
「
衣
ｊ
」
一
一
二
人
す
て
に
恩
ひ
さ
た
め
て
、
め
し
つ
か
は
さ

ん
と
恩
つ
る
に
、
返
々
神
妙
に
参
た
り
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ハ
（
１
判
読
不

能
。
西
岡
氏
「
夜
半
」
鈴
木
氏
「
依
此
」
）

と
、
東
国
大
名
の
帰
趨
が
詳
し
く
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
奉
公
』
が
『
東
鏡
』

弘
長
元
年
の
記
事
よ
り
作
成
さ
れ
た
と
見
る
必
要
は
な
く
、
此
処
で
も
佐
々
木
氏

伝
書
の
『
東
鏡
』
成
立
の
鎌
倉
時
代
末
期
の
可
能
性
を
指
摘
出
来
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
現
存
本
を
遡
る
未
知
の
『
平
家
』
と
ど
の
様
に
関
は
る
か
不
明
で
あ
る

が
、
『
奉
公
』
に
そ
の
一
部
が
継
承
さ
れ
て
ゐ
る
可
能
性
は
高
い
と
考
へ
る
。

頼
朝
流
浪
時
代
の
生
活
を
伝
へ
る
史
料
は
乏
し
く
、
『
平
家
』
・
『
平
治
』
・
『
曾

我
』
の
説
話
の
形
成
は
不
明
点
が
多
く
、
佐
々
木
氏
勲
功
伝
承
、
家
伝
と
の
関
係

は
不
明
点
が
依
然
、
多
い
の
で
あ
る
。
『
奉
公
』
の
形
成
時
期
と
環
境
の
考
察
に

は
、
今
後
、
様
々
な
関
東
の
伝
承
を
発
掘
析
出
す
る
必
要
が
あ
る
弱
）
。
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（
２
）
東
大
史
料
編
墓
所
の
謄
写
本
に
よ
り
、
後
掲
の
西
岡
氏
・
鈴
木
氏
の
翻

刻
を
参
照
し
た
。
原
文
の
空
白
は
そ
の
字
数
を
空
け
、
没
行
・
破
損
箇
所
は
□

で
、
筆
者
の
判
読
不
能
箇
所
は
図
と
し
た
。

（
３
）
『
荘
園
史
の
研
究
下
巻
三
「
佐
々
木
荘
と
宇
多
源
氏
と
の
関
係
」

（
４
）
「
伊
豆
調
流
中
の
源
頼
朝
」
（
『
頬
朝
会
雑
誌
』
八
、
昭
和
八
年
七
月
）

（
５
）
『
中
世
東
国
武
士
団
の
研
究
』
第
二
部
第
五
章
「
流
人
の
周
辺
ｌ
源
頼

朝
挙
兵
再
考
ｌ
」
（
初
出
は
平
成
元
年
）
。

（
６
）
「
佐
々
木
氏
の
奉
公
初
日
記
と
吾
妻
鏡
」
（
『
古
事
類
苑
月
報
』
十
、
昭

和
四
十
三
年
一
月
）

（
７
）
『
改
訂
増
補
戦
記
物
語
の
研
究
』
第
二
第
六
「
平
家
物
語
宇
治
川
先
陣

の
記
載
は
果
た
し
て
作
者
の
創
作
か
」

（
８
）
『
平
家
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
中
編
第
三
章
第
二
節
第
一
項
「
源
平
闘

靜
録
」

（
９
）
『
平
家
物
語
の
展
開
と
中
世
社
会
』
第
三
部
第
二
編
第
一
章
「
佐
々
木

一
一
一
郎
長
綱
の
「
庭
中
言
上
」
」
・
同
第
二
章
「
佐
々
木
家
伝
「
、
Ｕ
奉
公
初
日
記
」

の
性
格
」

（
、
）
二
末
「
佐
々
木
者
共
佐
殿
ノ
許
へ
参
事
」
（
汲
古
書
院
の
影
印
可
次
の
『
源

平
盛
衰
記
』
は
勉
誠
社
の
影
印
に
よ
る
。

（
、
）
朽
木
文
書
は
史
料
纂
集
、
佐
々
木
文
書
は
『
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
貴

重
書
解
題
六
ｌ
古
文
書
の
部
第
二
ｌ
』
、
ま
た
佐
々
木
（
尼
子
）
文
書
は
東
大
史

料
編
纂
所
の
謄
写
本
に
よ
る
。

（
、
）
此
処
で
は
尊
経
閣
文
庫
本
に
よ
る
。
続
群
書
類
従
に
も
所
収
。
以
下
明

応
本
と
略
。

（
田
）
拙
稿
「
桓
武
平
氏
正
盛
流
系
図
補
輯
之
落
穂
」
（
『
米
沢
国
語
国
文
』
二

十
五
、
平
成
八
年
十
二
月
）

（
ｕ
）
『
東
鏡
』
同
年
五
月
二
十
一
一
日
条
・
六
月
十
八
日
条
。

（
胆
）
『
東
鏡
』
治
承
四
年
八
月
十
七
日
条
。
『
平
家
』
で
は
景
廉
が
単
独
で

向
か
ふ
。

（
岨
）
但
し
波
線
部
は
盛
衰
記
巻
二
十
「
高
綱
賜
姓
名
」
に
「
世
静
テ
後
、
七

箇
度
ノ
忠
ヲ
感
シ
テ
、
備
前
・
安
芸
・
周
防
・
因
幡
・
伯
耆
・
日
向
・
出
雲
七
箇

国
ヲ
給
夕
リ
ケ
レ
共
、
高
綱
ハ
杉
山
一
一
入
給
シ
時
ハ
日
本
半
国
ト
コ
ソ
約
束
ハ
有

シ
一
一
七
箇
国
数
ナ
ラ
ス
ト
テ
、
代
ヲ
恨
テ
髻
切
テ
高
野
山
ニ
ソ
籠
一
一
ケ
ル
」
と
あ

る
の
が
近
い
が
、
杉
山
合
戦
の
勲
功
と
す
る
点
も
含
め
て
『
尊
卑
』
と
異
な
る
事

に
留
意
さ
れ
る
。

（
Ⅳ
）
長
門
本
で
は
十
二
日
に
頼
朝
の
元
に
定
綱
が
到
着
し
た
と
あ
る
。

（
肥
）
『
東
鏡
』
治
承
四
年
八
月
二
十
六
日
条
。

（
岨
）
『
東
鏡
』
建
仁
元
年
五
月
六
日
条
。

（
別
）
『
東
鏡
』
治
承
四
年
八
月
二
十
六
日
条
。

（
Ⅲ
）
四
「
梶
原
与
佐
々
木
馬
所
望
事
」
。
四
部
本
で
は
親
の
葬
式
を
櫛
っ
て

参
じ
た
と
あ
る
。

（
助
）
巻
十
九
「
佐
々
木
取
馬
下
向
」
、
蓬
左
本
（
汲
古
書
院
影
印
）
は
、
ａ

「
盛
綱
」
、
ｂ
「
経
高
」
、
ｃ
「
成
経
」
、
ｄ
「
経
高
」
と
す
る
が
、
後
の
改
変

か
。（
昭
）
『
東
鏡
』
治
承
四
年
八
月
九
日
条
。

鬼
）
『
東
鏡
』
文
治
五
年
九
月
十
七
日
条
。

（
妬
）
一
一
中
「
兵
衛
佐
伊
豆
山
二
籠
ル
事
」
、
盛
衰
記
も
同
。

（
別
）
太
山
寺
本
は
汲
古
書
院
の
影
印
に
よ
る
。

（
〃
）
梶
原
正
昭
・
大
津
雄
一
・
野
中
哲
照
氏
校
注
の
八
十
九
頁
頭
注
。
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但
し
野
口
実
氏
が
指
摘
す
る
様
に
、
「
東
鏡
』
の
記
事
に
従
ふ
く
き
で
あ
ら
う
。

（
弱
）
『
東
鏡
』
建
久
六
年
六
月
二
十
九
日
条
。

（
洲
）
『
東
鏡
』
建
久
三
年
四
月
十
一
日
条
。

（
師
）
『
東
鏡
』
八
月
六
日
条
の
山
木
夜
討
の
結
構
に
預
か
っ
た
「
当
時
経
廻

士
之
内
」
に
も
佐
々
木
盛
綱
が
見
え
る
が
、
拙
稿
で
は
事
前
の
計
画
の
実
在
に
疑

問
を
持
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
れ
も
除
く
。

（
銘
）
『
東
鏡
』
治
承
四
年
十
一
一
月
十
二
日
条
・
寿
永
元
年
四
月
五
日
条
に
供

奉
が
確
認
出
来
る
。

（
釣
）
『
東
鏡
』
義
和
元
年
三
月
七
日
条
。

兎
）
「
「
弥
三
郎
成
綱
」
が
語
る
も
の
ｌ
仮
名
本
『
曾
我
物
語
」
に
見
る
頼

朝
の
近
臣
」
（
『
筑
波
大
学
平
家
部
会
論
集
』
九
、
平
成
十
四
年
六
月
）

（
羽
）
『
曾
我
』
で
は
仮
名
本
が
延
慶
本
の
如
き
本
文
を
利
用
し
、
成
綱
に
復

し
た
事
と
な
る
（
小
井
士
氏
論
）
。

（
別
）
『
新
編
埼
玉
県
史
別
編
四
』
所
収
。

（
別
）
『
東
鏡
』
治
承
四
年
八
月
二
十
日
条
。

（
釦
）
『
尊
卑
』
に
「
知
家
ｌ
家
長
義
勝
法
印
子
也
、
擬
祖
父
子
」
と
あ
る
。

（
路
）
『
東
鏡
』
文
治
三
年
十
一
一
月
十
日
条
。

（
弘
）
『
小
野
氏
系
図
』
（
続
群
書
類
従
）
で
は
次
の
様
に
あ
り
、
成
綱
と
頼

朝
乳
母
と
の
関
係
が
近
く
な
る
（
適
宜
略
記
）
。

成
任
丁
溌
鮓
鷺
…
…
…
…

（
判
）
『
東
鏡
」
建
久
二
年
四
月
一
一
十
六
日
・
三
十
日
条
。

（
４
）
『
東
鏡
』
建
久
一
一
年
五
月
一
日
・
’
一
百
・
八
日
条
。

（
蛆
）
『
東
鏡
』
建
久
四
年
四
月
二
十
九
日
条
。
ま
た
十
月
二
十
八
日
条
。

（
蛆
）
上
横
手
雅
敬
氏
「
院
政
期
の
源
氏
」
（
御
家
人
制
研
究
会
編
『
御
家
人

制
の
研
究
』
所
収
）
。

（
４
）
『
東
鏡
』
建
久
元
年
七
月
二
十
日
条
。

（
妬
）
『
東
鏡
』
建
久
元
年
十
月
十
一
一
一
日
条
。
建
久
五
年
一
一
月
十
四
日
条
に
も

盛
綱
の
鮭
献
上
が
見
え
る
。

（
妬
）
『
東
鏡
』
元
暦
元
年
十
一
一
月
一
一
曰
条
。

（
卿
）
『
東
鏡
』
元
暦
元
年
十
一
一
月
一
一
十
六
日
条
。

（
蛆
）
『
東
鏡
』
寿
永
元
年
正
月
一
一
一
日
条
・
文
治
元
年
十
月
一
一
十
四
日
条
・
同

五
年
六
月
九
日
条
。

（
蛆
）
『
東
鏡
』
文
治
元
年
十
月
二
十
七
日
条
・
建
久
三
年
十
一
月
二
十
五
曰

条
。（
印
）
承
久
の
乱
で
京
方
の
小
野
盛
綱
が
没
落
し
た
後
、
尾
張
守
護
職
は
中
条

家
長
の
系
統
に
継
承
さ
れ
（
佐
藤
進
一
氏
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
ｌ

諸
国
守
護
沿
革
考
証
編
ｌ
』
第
二
章
「
尾
張
」
）
、
『
六
条
八
幡
宮
注
文
』
で
も
中

条
氏
は
在
鎌
倉
御
家
人
と
し
て
見
え
る
（
「
田
中
穰
氏
典
籍
古
文
書
『
六
条
八
幡

宮
注
文
』
に
つ
い
て
」
冑
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
十
五
、
平
成
四

年
十
二
月
〕
）
。

（
別
）
後
藤
丹
治
氏
『
中
世
国
文
学
研
究
』
第
二
編
第
八
章
第
一
節
「
曾
我
物

語
に
於
け
る
史
実
の
検
討
」

（
皿
）
福
田
晃
氏
『
軍
記
物
語
と
民
間
伝
承
』
「
頼
朝
伊
豆
流
離
説
話
の
生
成

ｌ
平
家
物
語
・
曽
我
物
語
よ
り
Ｉ
」
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（
冊
）
「
宇
治
Ｍ

年
二
月
）
・
「
佐
漫

正
十
四
年
十
二
月
）

（
開
）
拙
稿
屋

二
十
年
刊
行
予
定
）

（
別
）
『
東
鏡
』
弘
長
元
年
五
月
十
一
一
一
日
条
。

（
閲
）
拙
稿
「
頼
朝
流
雛
時
代
困
窮
の
虚
実
」
（
『
米
沢
史
学
』
一
一
十
四
平
成

「
宇
治
川
戦
陣
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
地
理
』
五
ノ
ー
、
明
治
三
十
六

「
佐
々
木
高
綱
の
事
蹟
に
関
す
る
疑
義
」
（
『
同
』
四
十
六
ノ
六
、
大

４０ 


